
議案第５４号

あきる野市戸倉体験研修センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例

上記の議案を提出する。

令和７年８月２５日

提出者 あきる野市長 中 嶋 博 幸

提案理由

使用料の額を改める必要がある。

あきる野市戸倉体験研修センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例

あきる野市戸倉体験研修センターの設置及び管理に関する条例（平成２７年あきる野市条

例第２４号）の一部を次のように改正する。

「 「

」 」

項に次のただし書を加える。

ただし、当該延長使用料に１０円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前のあきる野市戸倉体験研修センターの設

置及び管理に関する条例の規定により承認を受けている者の使用料及び利用料金について

は、なお従前の例による。

別表第１中

４００円

を

４５０円

に改め、同表備考第２

２００円 ２５０円

３００円 ３５０円

４００円 ４５０円

４００円 ４５０円

２００円 ２２０円

３００円 ３６０円


